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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報
を放送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、午前８時、１１時、午後２時、５時
の４回放送しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 
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 市は、何らかの事情により入居申込を行わなかった人や、状況の変化により応急仮設住宅に入居す
る必要が生じた人を対象に、次のとおり入居申込を受け付けますので、期間内に申し込んでください。 
■応急仮設住宅に入居できる人 

○居住する住宅が滅失、もしくは流出した人 
○居住する住宅が半壊以上の被害を受け、その住宅に住めなくなった人 
○住宅が損傷を受け、取り壊して再建するまで、仮住居を必要とする人 
※１．被災前の住宅の修理・補修のための仮住居としては、入居できません。 
※２．すでに仮設住宅に入居している人、県の制度（家賃補助）を活用し民間借り上げ住宅に入 
  居している人は、申し込みできません。 

■入居申込の方法 
▽受付期間 ７月１９日(火)～２５日(月)まで。土日も窓口を開設します。 
▽受付時間 午前８時３０分～午後５時 
▽受付場所 市役所第２仮庁舎２階建設課 

■今回入居可能な住宅の入居者の決定 
入居する仮設住宅の位置および部屋番号は、本人抽選（代理可）により決定します。抽選会場およ

び抽選日時は、二次募集の申し込みの際にお知らせします。 
優先世帯は、老人世帯、母子・父子世帯、心身障がい者世帯とします。 
なお、地区によっては、残戸数に限りがあることから、希望地区に入居できない場合があります。 

■入居期間 応急仮設住宅への入居は原則２年間とします。 
■その他 入居にかかる費用や仮設住宅の概要は、後日開催予定の入居説明会の際に説明します。 
 詳しくは、建設課（�５４－２１１１）まで。 
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 県立高田病院は、これまで米崎コミセンで診療を行ってきましたが、７月２５日（月）から米崎町
字野沢３４番地（米崎小学校そば、雷神自治会館裏）に建設した仮設診療所で診療を開始します。 
 なお、７月２２日（金）は移転作業のため、米崎コミセンでの診療を休診します。 

診療科 受付時間 診療時間 診療日 備考 
一般内科 

午前７時～11 時、 
午後１時～３時 

午前９時～正午、 
午後１時30分～４時 

月～金曜 

 
整形外科  
眼科  
小児科 午後の診療は要確認 
外科 月曜のみ  
呼吸器外来 

午前７時～11 時 午前９時～正午 
月～金曜  

小川糖尿病外来 月２回木曜 ７月は７日と１４日 
皮膚科 午前７時～11時 30分 午前 10 時～ 水曜のみ  
ストレス外来 随時 午後２時～ 木曜のみ  

 詳しくは、県立高田病院（０８０－６０３８－８６０３）まで。 
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 市は、下表のとおり登録面接会を開催します。 

ଐ ᧓ Ⴛᛩ˟ئ 

７月１８日（月） 午前１０時～午後３時 川の駅よこた 

７月２０日（水） 午前９時３０分～１１時３０分 陸前高田商工会 

▽内容 求職者の登録面接（職種や希望条件などの相談）、就職を迷っている人、求職活動が困難な
人、雇用期間終了後の不安など 

 詳しくは、オフィス小川（�０８０－２８２０－７９２０、担当：吉田司）まで。 
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 陸前高田商工会では、被災事業者に対する助成金の申請受付を行います。 

 
Ⅰ 被災事業者業務再開 Ⅱ 被災地域産業再生 

対 象 

雇用保険及び健康保険適用事業所であり、
被災の１年前から営利活動実績があり、引
き続き被災地で雇用再開、または継続する
被災事業者。 

被災企業で、 
① 雇用保険及び健康保険適用事業所以外 
② 新規開業者は該当外 
③ ①と②に該当し既に事業を再開してい
る事業者 

助 成 額 
１／２以内 
・雇用５人以下 ５０万円 
・雇用６人以上 １００万円 

５０万円以内とし、申込多数の場合は協議
などにより決定 

対象経費 

事業再開（継続）に必要な次の購入費又は
当該年度中のリース料（車両は除く） 
・不動産を除く営業用設備 
・営業用備品（単価３万円以上） 
・営業用什器 
※申請日より前の購入経費を申請する場
合は、新規借入金の発生が条件 

事業再開（継続）に必要な次の購入費（車
両は除く） 
・不動産を除く営業用設備 
・営業用備品（単価３万円以上） 
・営業用什器 
※申請日より前の購入経費を申請する場
合は、新規借入金の発生が条件 

募 集 

・二次募集 ７月２７日（水）１７：００ 
・三次募集 ８月１７日（水）１７：００ 
・四次募集 ８月３１日（水）１７：００ 
※予算額に達した時点で募集締め切り 

・一次募集 
７月１９日（火）から８月３日（水）１７：
００まで 

申請書類
入 手 先 

①公益財団法人さんりく基金 
http://homepage3.nifty.com/sanrikukik
in/ 
②陸前高田商工会 

陸前高田商工会 

助 成 の 
対 象 

①上表の助成区分について、直接・間接を問わず重複して助成対象となることはでき
ません。 
②国・県・市町村などによる建物・設備・備品などを対象とする補助金助成を受ける
場合は、本助成金の対象外となります。 

 詳しくは、陸前高田商工会（�０８０‐１６６７‐５４８７、０８０‐２８２０‐５５８８、０８
０‐２８２０‐５４３７）まで。 
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 岩手労働局では、下表のとおり就職支援に関する出張相談を開催します。 

ଐ ᧓ Ⴛᛩ˟ئ ଐ ᧓ Ⴛᛩ˟ئ 

７月１９日(火) 
午前１１時 

～午後２時 

広田小学校 
７月２１日(木) 

午前１１時 

～午後２時 

サンビレッジ高田 

雷神自治会館 商工会仮事務所 

７月２０日(火) モビリア ７月２２日(金) 
長部コミセン 

滝の里工業団地仮設住宅集会所 

▽内容 就職相談（求職の受け付け・職業相談）、求人情報の検索・提供、雇用調整助成金制度 

   の周知、雇用保険失業給付手続方法の周知、管轄ハローワークとの連携、訓練・生活支援 
   給付金の案内、各種技能講習修了証の再交付申込方法の周知など 
 詳しくは、岩手労働局職業安定部職業安定課（�０１９－６０４－３２０３）まで。 
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 きかわだ歯科クリニックが、７月１８日（月）から小友町で開業します。 

୴ଐ ᧓ ୴ଐ ᧓ 

月 午後１時～７時 木 午後１時～７時 
火 午前９時～午後０時３０分、午後２時～６時 金 午前９時～午後０時３０分、午後２時～６時 

水 休診 土 午前９時～午後０時３０分 

▽場所 小友町字沢辺８（善性寺そば） 
 詳しくは、きかわだ歯科クリニック（�５７－１１８８）まで。 
 

◆ểạắạᕤޅầᾆஉᾁଐᇦᬡထỆỼὊἩὅ 
 とうごう薬局が７月２０日（水）、竹駒町細根沢（国道３４０号沿い）にオープンします。連絡先
は、固定電話復旧までは０９０－４５３９－４５９８、７月２７日以降は５３－２２３０になります。 
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